
序

漢
文
日
記
は
、
二
千
を
数
え
る
作
品
群
で
あ
り
な
が
ら
、
仮
名
日
記
の
比
較

対
照
と
し
て
文
学
性
を
否
定
さ
れ
て
以
来
、
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
極

め
て
稀
で
あ
る
。
仮
名
日
記
が
「
自
照
文
学
」
と
」
い
う
概
念
を
捻
出
し
、
規

定
さ
れ
た
一
方
で
、
漢
文
日
記
は
こ
れ
に
対
す
る
当
て
馬
の
如
く
、
貶
め
ら
れ

斥
け
ら
れ
、
何
ら
の
価
値
を
認
め
ら
れ
て
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
不
思
議
な
こ

と
に
、
仮
名
日
記
の
文
学
的
な
特
性
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
き
、
題
材
と
な
る

仮
名
日
記
の
研
究
は
さ
れ
た
が
、
比
較
対
照
と
す
る
漢
文
日
記
に
つ
い
て
、
等

価
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、
漢
文
日
記
へ
の
評
価
と
は
、
各
作
品

の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
ぬ
ま
ま
、
総
論
に
お
い
て
文
学
性
を
否
定
す
る
と
い
う
、

実
に
公
平
を
欠
く
態
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

中
、
石
田
吉
貞
氏
が
「
漢
文
日
記
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
考
に
お
い
て
、
漢

文
日
記
の
文
学
性
を
初
め
て
積
極
的
に
肯
定
、
そ
の
研
究
の
必
要
性
を
説
か
れ

た
の
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
に
溯
る
。
そ
の
後
は
位
藤
邦
生
氏
な
ど
に
よ
り

研
究
は
進
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
漢
文
日
記
の
膨
大
な
数
に
比
べ
れ
ば
研

究
者
の
数
は
あ
ま
り
に
少
な
く
、
今
も
っ
て
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
石
田
氏
が
提
案
さ
れ
た
よ
う
に
「
漢
文
日
記
は
（
略
）
そ
の
数
が

莫
大
で
あ
る
か
ら
（
略
）
そ
の
中
か
ら
代
表
的
な
も
の
、
ま
た
は
研
究
者
各
自

が
望
む
と
こ
ろ
の
も
の
を
選
び
出
し
」
た
上
で
、
各
作
品
を
熟
読
し
、
そ
の
特

性
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
方
が
建
設
的
で
あ
ろ
う
。

近
年
、
歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
漢
文
日
記
の
伝
本
研
究
の
成
果
は
目
覚
ま

し
く
、
注
釈
的
研
究
も
進
ん
で
い
る
。
ま
た
、
松
薗
斉
氏
に
よ
り
「
日
記
の

家
」
な
る
概
念
が
整
理
さ
れ
、
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
記
は

単
な
る
備
忘
録
や
儀
式
の
記
録
と
し
て
で
は
な
く
、
後
人
の
精
神
的
な
拠
り
所

で
あ
り
、
一
族
の
紐
帯
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
二

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

｜
｜
漢
文
日
記
の
文
学
性
へ
の
一
試
論
｜
｜

滝

沢

優

子



こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
作
者
の
側
に
し
て
も
、
子
孫
と
い
う
読
者
に
対
し

て
伝
え
る
べ
き
内
容
を
検
討
し
、
話
柄
を
取
捨
選
択
し
て
い
た
と
い
う
推
測
も

成
り
立
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朝
儀
典
例
の
記
録
な
ど
を
子
孫
の
為
に
書

き
残
そ
う
と
い
う
意
識
は
、
文
学
作
品
に
お
け
る
作
者
が
読
者
を
想
定
し
て
書

く
意
識
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

漢
文
日
記
は
、
こ
れ
ま
で
有
職
故
実
書
と
し
て
の
実
用
性
ば
か
り
が
注
目
さ

れ
、
文
学
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
漢
文
日
記
の
中
に
は
、

「
家
の
意
識
」
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
の
技
術
や
教
訓
と
共
に
、

作
者
自
身
の
生
き
て
あ
る
が
故
の
苦
悩
が
あ
り
、
喜
び
が
あ
り
、
悲
し
み
が
あ

る
。
文
学
と
し
て
扱
う
こ
と
に
何
の
支
障
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
漢
文
日
記
の
作

者
が
、
如
何
な
る
思
い
を
込
め
、
ど
の
よ
う
な
記
述
を
行
っ
た
の
か
、
解
明
を

試
み
、
漢
文
日
記
の
文
学
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

今
回
、
題
材
と
し
て
取
り
扱
う
の
は
、
漢
文
日
記
の
中
で
も
残
存
量
が
多
く
、

文
学
的
評
価
の
高
い
『
明
月
記
』
で
あ
る
。
こ
の
『
明
月
記
』
の
内
、
作
者
藤

原
定
家
の
父
・
俊
成
が
危
篤
に
陥
っ
て
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
期
間
の
記
事
を

本
稿
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
箇
所
は
夙
に
有
名
で
あ
る
し
、
紙
幅
の
都
合
も
あ

る
の
で
、
全
文
の
引
用
は
せ
ず
、
簡
単
な
紹
介
に
止
め
る
こ
と
に
す
る
。

元
久
元
年
十
一
月
二
十
六
日
、
俊
成
危
篤
の
報
が
、
兄
の
成
家
か
ら
定
家
に

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
三

も
た
ら
さ
れ
る
。
既
に
死
期
を
悟
っ
た
俊
成
は
、
自
ら
所
を
変
え
る
こ
と
を
望

み
、
法
性
寺
に
移
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
、
意
識
も
は
っ
き
り
し
、
見
舞
い
に
訪

れ
た
定
家
と
和
歌
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
り
す
る
も
の
の
、
食
事
は
摂
れ
な
い

状
態
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
咳
病
の
た
め
喉
が
渇
く
の
か
、
雪
を
欲
し
が
る
の
で
、

定
家
は
家
人
の
文
義
に
命
じ
て
雪
を
届
け
さ
せ
た
。
俊
成
は
こ
の
雪
を
「
め
で

た
き
物
か
な
、
猶
え
も
い
は
ぬ
物
か
な
」
と
誉
め
、
家
族
が
こ
れ
を
隠
す
と
、

ま
た
欲
し
が
っ
て
貪
っ
た
。
そ
し
て
、
明
け
方
に
「
し
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
」
と
言

い
、
周
囲
の
者
が
念
仏
を
唱
え
る
中
、
普
門
品
を
す
ら
す
ら
と
暗
唱
し
、
ま
た
、

念
仏
も
唱
え
て
安
穏
に
息
を
引
き
取
っ
た
。

こ
の
箇
所
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
石
田
吉
貞
氏
の
「
俊
成
終
焉
記
」
が
あ
る
。

「
俊
成
終
焉
記
」
と
は
『
宗
祇
終
焉
記
』
や
『
芭
蕉
終
焉
記
』
に
準
え
た
称
で
、

「
異
彩
あ
る
大
文
学
」
と
評
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
特
徴
と
し
て
、

臨
終
の
克
明
な
描
写
、
葬
送
の
詳
細
な
記
述
を
、「
死
の
記
事
と
し
て
『
明
月

記
』
中
に
他
に
類
例
の
無
い
」、「
特
殊
な
態
度
」
で
記
し
た
点
を
挙
げ
ら
れ
た
。

ま
た
、
俊
成
の
臨
終
の
記
事
に
は
、
俊
成
や
姉
の
会
話
が
平
仮
名
を
用
い
て
再

現
さ
れ
る
な
ど
の
描
写
の
精
細
さ
に
対
比
し
て
、
定
家
の
悲
し
み
を
表
す
文
字

が
無
い
こ
と
を
「
冷
酷
な
愛
」
と
呼
び
、
驚
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理

由
を
「
大
歌
人
の
死
を
後
昆
に
伝
え
よ
う
と
す
る
（
略
）、
一
種
の
感
情
を
超

え
た
、
責
務
の
様
な
も
の
を
感
じ
た
」
た
め
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。



石
田
氏
の
解
説
と
鑑
賞
は
、
我
々
が
俊
成
の
死
亡
記
事
か
ら
受
け
る
印
象
を

代
弁
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
た
だ
し
、
中
に
は
幾
つ
か
訂
正
を
要
す
る
箇

所
が
あ
る
。
ま
ず
、
詳
細
な
記
述
に
つ
い
て
、
他
に
類
例
を
見
な
い
と
さ
れ
た

点
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臨
終
、
遺
体
の
処
置
か
ら
葬
送
、
四
十

九
日
法
要
ま
で
、
子
細
に
記
す
方
法
は
、
有
職
故
実
を
伝
え
る
儀
式
書
に
匹
敵

し
、『
明
月
記
』
中
、
同
様
の
記
事
は
、
後
白
河
法
皇
、
九
条
良
経
の
妻
、
西

園
寺
実
経
の
妻
、
春
花
門
院
、
藻
璧
門
院
、
後
堀
河
院
の
記
事
に
見
え
る
か
ら
、

俊
成
の
記
事
だ
け
が
特
別
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
次
に
、
感
情
表
現
の
乏
し

い
理
由
に
、
大
歌
人
の
死
を
後
昆
に
伝
え
る
責
務
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
漢

文
日
記
が
「
家
の
日
記
」
と
し
て
、
子
孫
へ
の
披
見
を
前
提
に
書
か
れ
る
と
い

う
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
責
務
感
は
素
よ
り
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
明
月

記
』
中
の
死
亡
記
事
を
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
儀
式
書
的
な
記
事
に
於
け
る
感
情

表
現
は
、
若
年
・
壮
年
の
頃
の
記
事
に
は
少
な
く
、
出
家
後
の
日
記
に
は
端
的

に
書
き
表
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
よ
っ
て
、
俊
成
の
死
亡
記
事
に
悲
嘆
を

表
す
文
字
が
無
い
の
は
、
定
家
の
年
齢
と
、
彼
の
置
か
れ
て
い
た
立
場
故
と
考

え
た
方
が
、
よ
り
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二

俊
成
終
焉
記
の
中
で
最
も
印
象
的
な
の
は
、
定
家
が
届
け
さ
せ
た
雪
を
、
今

際
の
際
の
俊
成
が
喜
々
と
し
て
貪
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
最
期
を
看
取
っ
た
健
御

前
の
話
を
、
定
家
は
仮
名
交
じ
り
で
活
写
す
る
。

健
御
前
云
、
夜
中
雪
尋
出
献
、
殊
令
悦
喜
給
、
頻
召
之
、
其
詞
め
で
た
き

物
か
な
、
猶
え
も
い
は
ぬ
物
か
な
、
猶
召
之
、
お
も
し
ろ
い
も
の
か
な
、

人
々
頗
成
恐
取
隠
之
、
夜
半
許
又
召
出
、
猶
尋
進
、
有
志
由
頻
令
感
給
、

其
後
休
息
御
寝
、
此
間
小
僧
念
仏
不
断
音
、
此
天
明
之
程
被
仰
云
、
し
ぬ

べ
く
お
ぼ
ゆ
、
聞
此
御
音
、

起
参
御
傍
、
申
云
、
常
よ
り
も
苦
御
歟
、

令
頷
給
、（
○
頭
注
ニ
此
間
、
普
門
品
令
覚
悟
給
歟
由
申
、
お
ぼ
ゆ
る
由

被
仰
、
一
品
令
読
給
、
無
停
滞
、
ト
ア
リ
）、
申
云
、
さ
ら
ば
念
仏
し
て

極
楽
へ
ま
い
ら
む
と
思
食
せ
、
又
令
頷
給
、
又
申
云
、
か
き
お
こ
さ
れ
む

と
や
思
食
、
又
有
諾
御
気
色
、
召
寄
小
冠
令
抱
起
、
此
男
雖
参
、
不
得
心

在
御
傍
、
自
仰
云
、
い
だ
き
お
こ
せ
、
此
間
我
還
入
本
所
、
打
臥
之
程
ニ
、

奉
抱
起
之
間
、
延
寿
御
前
、
あ
の
御
顔
の
と
あ
り
つ
れ
ば
、
又
起
奉
見
、

事
外
く
る
し
げ
ニ
見
え
つ
れ
ば
、
近
寄
小
僧
奉
令
勧
念
仏
御
気
色
安
穏
に

令
終
給
也
、
聞
之
歎
之
中
聊
慰
心
奉
見
之
間
、
遂
以
御
気
絶
了
、
奉
伏
了
、

（
元
久
元
年
十
一
月
卅
日
条
）

容
態
が
悪
化
し
て
以
来
、
欲
し
が
り
続
け
て
い
た
雪
で
あ
っ
た
が
、
定
家
か

ら
探
し
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
家
人
が
そ
れ
を
俊
成
の
も
と
に
届
け
た
の
は
、

夜
も
更
け
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
俊
成
の
悦
び
は
一
通
り
で
な
く
、「
め

で
た
き
物
か
な
、
猶
え
も
い
は
ぬ
物
か
な
」
と
言
っ
て
は
雪
を
貪
り
、
貪
っ
て

は
「
お
も
し
ろ
い
も
の
か
な
」
と
誉
め
、
何
度
も
雪
を
口
に
す
る
。
あ
ま
り
に

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
四



雪
を
食
べ
る
た
め
、
周
囲
の
者
は
非
常
に
恐
れ
て
、
雪
を
一
度
は
隠
し
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
暫
く
す
る
と
又
欲
し
が
る
の
で
、
再
び
探
し
出
し
て
差
し
出
し

た
と
こ
ろ
、
今
度
は
、
雪
を
届
け
た
者
の
労
に
感
謝
し
て
い
た
、
と
言
う
。

生
々
し
い
記
述
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
虚
飾
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ

に
は
作
り
事
の
替
わ
り
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
俊
成
の
臨

終
の
様
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
定
家
は
、
父
の
死
に
ゆ
く
様
を
活
写
は
す
る

が
、
そ
の
様
相
に
解
釈
を
加
え
ず
、
ま
た
評
価
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

『
明
月
記
』
中
、
死
に
つ
い
そ
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る

と
、
ま
ず
、
藤
原
範
季
の
死
亡
記
事
に
は
、

昏
大
内
記
来
談
、
昨
日
午
刻
従
二
位
範
季
卿
入
滅
、
臨
終
正
念
殊
勝
、
手

五
色
糸
、
念
仏
音
不
断
、
往
生
之
相
現
云
々
、
異
香
又
薫
、
聞
之
者
八

人
、
其
中
三
人
聞
天
楽
、
此
間
早
世
之
大
無
不
往
生
、
為
之
如
何
、（
元

久
二
年
五
月
十
一
日
条
）

臨
終
の
様
子
は
立
派
で
、
五
色
の
糸
を
引
き
、
念
仏
も
途
切
れ
る
事
な
く
唱
え

て
い
た
。
す
る
と
、
良
い
薫
り
が
漂
っ
て
来
て
、
天
の
楽
が
聞
こ
え
、
往
生
し

た
証
し
が
実
際
に
現
れ
た
、
と
い
う
。
範
季
は
後
鳥
羽
院
の
岳
父
と
し
て
権
力

を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
追
従
す
る
連
中
も
多
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
か
な
り
作
り
話
め
い
て
は
い
る
が
、

く
人
に
ま
つ
わ
る
現
象
を
し

て
、
後
世
を
占
う
よ
す
が
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

ま
た
、
定
家
が
仕
え
た
九
条
兼
実
の
日
記
『
玉
葉
』
に
も
、「
終
焉
之
体
」

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
五

な
る
文
言
が
見
え
る
。

先
是
召
遣
智
詮
阿
闍
梨
、
依
在
九
条
遅
来
、
如
此
間
天
漸
曙
了
、
終
焉
之

体
非
罪
業
人
歟
、
面
貌
端
正
仰
而
臥
之
、
是
善
人
々
相
云
々
、
仏
厳
来
云
、

生
天
上
歟
云
々
、（
文
治
四
年
二
月
十
九
日
条
）

こ
れ
は
兼
実
の
長
男
、
内
大
臣
良
通
が
亡
く
な
っ
た
時
の
記
事
で
、
最
期
の
様

子
や
遺
体
の
様
子
を
根
拠
と
し
て
、
良
通
が
善
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
良
い
世
界

に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

何
分
に
も
高
位
高
官
の
人
へ
の
評
な
り
報
告
で
あ
る
か
ら
、
割
り
引
い
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
人
の
死
の
前
後
の
様
子
や
事
象
で
、
そ
の

人
の
為
人
｜
善
人
か
悪
人
か
｜
、
ひ
い
て
は
成
仏
で
き
る
か
否
か
を
判
断
す
る

こ
と
は
、
一
般
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
定
家
が
旧
友
成
時
を
亡
く
し
た
時
の
記
事
で
あ
る
。

自
九
条
告
送
云
、
成
時
法
師
此
十
日
許
有
病
気
、（
不
重
）、
夜
前
頗
増
称

申
向
他
所
、﹇
日
来
在
家
中
﹈、
終
夜
高
声
念
仏
、
臨
暁
不
断
念
仏
声
遂
終
、

（
略
）
自
少
年
伺
候
八
条
院
、
近
年
出
家
、
日
夜
念
仏
、
心
操
頗
穏
便
、

不
似
近
代
者
、
依
之
臨
終
為
善
人
歟
、（
建
保
元
年
正
月
十
九
日
条
）

こ
こ
十
日
ば
か
り
患
っ
て
い
た
成
時
法
師
（
近
年
出
家
し
て
法
師
と
な
っ
て
い

た
）
は
、
亡
く
な
る
前
日
、
死
期
を
悟
り
場
所
を
移
っ
た
。
其
処
で
終
夜
は
っ

き
り
と
し
た
声
で
途
絶
え
る
事
な
く
念
仏
を
唱
え
続
け
、
暁
に
迎
え
た
死
の
瞬

間
ま
で
念
仏
を
唱
え
て
い
た
。
成
時
法
師
は
日
頃
か
ら
念
仏
し
、
温
厚
な
性
格



で
あ
っ
た
か
ら
、
善
人
が
迎
え
る
べ
き
臨
終
の
様
を
示
し
た
と
定
家
は
判
断
し

て
い
る
。

次
に
逆
の
例
を
一
つ
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
前
内
大
臣
の
藤
原
実
宗
の

去
の

記
事
で
あ
る
。

而
俄

弱
無
倫
、
憑
可
念
仏
由
被
仰
臥
給
、
仍
告
申
法
印
之
僧
都
許
、
馳

参
之
間
、
不
及
御
言
語
令
終
給
了
、
善
人
之
命
終
巳
如
此
、
可
謂
不
思
議
、

（
建
暦
二
年
十
二
月
八
日
条
）

彼
の
場
合
、
容
態
が
急
変
し
た
た
め
、
僧
が
間
に
合
わ
ず
、
最
期
の
言
葉
も
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
死
を
迎
え
る
準
備
が
不
足
し
た
状
態
で
、
決
し
て
望
ま
し

い
死
に
方
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
善
人
の
最
期
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
酷
い
も

の
な
の
か
と
、
定
家
は
や
り
切
れ
な
さ
を
書
き
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
生
前
の
行
い
と
、
臨
終
の
様
と
、
死
後
の
あ
り
方
は
密
接
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
り
、
直
結
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
死
期
の
迫

っ
た
俊
成
へ
の
配
慮
と
し
て
、
兼
実
は
定
家
に

臨
修
事
殊
可
構
沙
汰
、
善
知
識
尤
可
択
其
器
量
、
是
多
生
曠
劫
一
度
大
事

也
、
可
廻
秘
計
、
為
示
訓
比
事
所
招
請
也
、﹇
今
朝
有
召
﹈、
早
々
可
構
営
、

（『
明
月
記
』
元
久
元
年
十
一
月
廿
九
日
条
）

後
世
の
あ
り
方
を
左
右
す
る
大
事
な
機
会
で
あ
る
か
ら
、
臨
終
を
迎
え
る
準
備

は
特
に
入
念
に
行
う
こ
と
、
最
期
を
看
取
る
僧
に
は
徳
の
高
い
人
を
選
ぶ
こ
と
、

等
の
心
得
を
教
え
示
す
の
で
あ
る
。

で
は
、
俊
成
の
死
は
、
当
時
の
人
の
理
想
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
例
え
ば
、
安
ら
か
な
、
神
仏
の
加
護
の
下
で
の
死
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
定
家
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
の
評
価
も
下
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
他
の
死
亡
記
事
と
比
較
し
て
み
る
と
、
最
後
ま
で
意
識
が
正
常

で
あ
っ
た
こ
と
、
念
仏
を
唱
え
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
後
世
に
期
待
が
持

て
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
特
に
、
念
仏
に
つ
い
て
は
、『
明

月
記
』
中
、
臨
終
に
念
仏
を
唱
え
た
と
い
う
記
事
が
、
俊
成
の
例
の
他
に
十
三

件
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
念
仏
が
往
生
を
約
束
し
、
善
人
の
証
明
で
あ
る
と
明

記
し
た
例
は
、
先
に
挙
げ
た
藤
原
範
季
の
例
、
成
時
法
師
の
例
と
、
次
の
藤
原

基
房
の
姉
娘
の
例
を
含
め
て
三
例
あ
る
。

菩
提
院
禅
閤
姫
君
﹇
当
時
之
腹
、
亜
相
一
腹
﹈、
昨
日
辰
時
入
滅
云
々
、

（
略
）
自
其
夜
高
声
念
仏
音
不
絶
、
十
七
日
辰
時
終
﹇
往
生
無
疑
云
々
﹈、

（
寛
喜
二
年
九
月
十
九
日
条
）

こ
れ
ら
の
例
の
よ
う
に
、
最
期
に
念
仏
を
唱
え
た
人
は
、「
往
生
無
疑
」
と
断

定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
死
に
臨
ん
で
正
気
を
保
っ
て
い
る
こ
と
も
、
念
仏
ほ
ど
で
は
な
い
に

せ
よ
、
褒
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
定
家
は
晩
年
、
自
ら
の
死
に
方
の

理
想
と
し
て
、

只
逃
群
盗
之
殺
害
悪
病
之
忽
然
、
遂
剃
除
之
本
意
、
臨
終
正
念
、（
天
福

元
年
五
月
廿
五
日
条
）、

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
六



群
盗
に
殺
さ
れ
た
り
、
悪
い
病
で
急
死
す
る
こ
と
な
く
、
仏
の
加
護
を
受
け
ら

れ
る
状
態
で
、
正
気
の
ま
ま
最
期
を
迎
え
た
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際

に
亡
く
な
っ
た
人
に
つ
い
て
も
、
教
雅
朝
臣
の
母
の
入
滅
の
様
を
し
て
「
去
十

六
日
午
時
臨
終
正
念
而
入
滅
云
々
、
実
是
善
人
歟
」（
寛
喜
二
年
八
月
廿
八
日

条
）
と
評
し
て
い
る
。

俊
成
の
場
合
も
、
戒
を
授
け
ら
れ
た
時
、「
毎
度
よ
く
お
も
へ
と
慥
」
か
に

言
っ
た
り
、
息
を
引
き
取
る
前
に
普
門
品
を
停
滞
無
く
読
み
上
げ
た
り
と
、
昏

睡
状
態
に
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、「

甚
分
明
御
坐
」
｜
意
識
が
最
期
ま
で

乱
れ
な
か
っ
た
｜
よ
う
に
見
え
、
理
想
通
り
の
大
往
生
を
遂
げ
た
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
先
に
触
れ
た
雪
を
貪
る
様
な
ど
は
、
果
た
し
て
正
気
と
呼
べ
る
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

既
に
三
木
紀
人
氏
に
よ
っ
て
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
元
久
元
年
十
一

月
廿
九
日
条
「
此
病
之
後
令
願
求
雪
給
、
未
尋
出
之
間
頻
被
怨
仰
」
と
あ
る
よ

う
に
、
発
病
以
来
雪
を
求
め
続
け
て
い
た
俊
成
の
願
い
を
、
定
家
以
外
の
家
族

は
無
視
し
て
い
た
の
は
何
故
か
、
ま
た
、
漸
く
届
い
た
雪
を
、
俊
成
が
貪
る
か

ら
と
い
っ
て
、
家
族
が
途
中
で
隠
し
て
し
ま
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
点
と

も
関
連
す
る
。

他
の
死
亡
記
事
と
比
較
し
て
見
る
と
、
本
来
、
こ
れ
は
書
か
れ
て
は
な
ら
な

い
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
病
床
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る

言
葉
の
う
ち
、
通
常
と
は
異
な
る
物
言
い
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
邪
気

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
七

に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

例
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
寛
喜
二
年
九
月
七
日
に

去
し
た
承
明
門
院
姫
宮

の
臨
終
を
語
る
、
定
家
の
娘
の
黄
門
局
の
説
明
に
そ
れ
が
伺
え
る
。

秉
燭
以
後
俄
振
給
、
有
御
言
語
﹇
邪
気
詞
也
、
本
性
惣
御
詞
少
云
々
﹈

（
寛
喜
二
年
九
月
九
日
条
）

こ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
事
を
口
走
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、「
邪
気
詞

也
」
と
断
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
普
段
と
は
明
ら
か
に
異
な
る

内
容
な
り
、
言
い
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
定
家
の
姉
の
健
御
前
が
危
篤
に
陥
っ
た
折
り
の
、
建
暦
二
年
八
月
十

四
日
条
に
は
、
発
言
内
容
ま
で
が
記
さ
れ
て
い
て
大
変
興
味
深
い
。
彼
女
は
、

既
に
八
月
八
日
の
時
点
で
「
言
語
正
念
聊
無
違
乱
、
但
猶
不
受
一
滴
之
水
」
と

い
う
重
体
で
、
死
が
間
近
に
感
じ
ら
れ
る
中
で
の
奇
怪
な
発
言
で
あ
る
。

嵯
峨
自
夜
部
又
有
重
悩
気
、
有
狂
言
等
、
口
痛
キ
人
ト
フ
タ
リ
坐
タ
ル
な

ど
云
事
也
、
又
云
、
如
縮
身
云
々
、
看
病
之
輩
称
霊
気
由
云
々
、
罪
報
之

身
不
可
必
然
、

幻
影
で
も
見
た
の
か
、「
口
痛
キ
人
ト
フ
タ
リ
坐
タ
ル
」
等
と
、
全
く
意
味
不

明
の
事
「
狂
言
」
を
口
走
る
の
で
、
周
囲
は
こ
れ
を
霊
が
取
り
憑
い
た
た
め
と

判
断
し
た
、
と
い
う
。
定
家
が
、
最
期
の
言
葉
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
言
葉
を

仮
名
交
じ
り
で
記
し
て
い
る
の
も
、
俊
成
の
死
亡
記
事
に
共
通
し
て
興
味
深
い
。

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
罪
報
之
身
不
可
必
然
」
の
部
分
で
あ
る
。



霊
に
取
り
憑
か
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
罪
の
報
い
で
は
な
い
、
と
い
う
程
度
の

意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
邪
気
に
取
り
憑
か
れ
る
の
は
罪
の

報
い
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
健
御
前

は
、
自
分
を
看
護
し
て
い
る
者
が
死
穢
に
触
れ
ぬ
よ
う
帰
宅
を
促
す
配
慮
と
覚

悟
を
持
ち
、
念
仏
す
る
姿
が
「
誠
可
謂
善
人
」
と
書
か
れ
る
人
物
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
猶
、
周
囲
の
者
た
ち
が
、
不
可
解
な
発
言
や
苦
し
む
原
因
に

霊
気
を
挙
げ
る
の
に
対
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
善
人
で
も
、
霊
に
取
り
憑
か
れ

る
こ
と
が
あ
る
」
と
姉
を
弁
護
す
る
言
を
書
き
添
え
ね
ば
な
ら
な
い
程
、
深
刻

な
問
題
で
あ
っ
た
。

俊
成
の
死
亡
記
事
に
帰
れ
ば
、
俊
成
が
雪
を
求
め
て
も
家
族
が
こ
れ
を
取
り

合
わ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
邪
気
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
詞
で
あ
る
と
判
断

し
た
た
め
と
考
え
れ
ば
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
俊
成
が
喜
々
と
し
て
雪
を
貪
る

の
を
見
て
こ
れ
を
取
り
隠
し
た
「
頗
成
恐
」
と
は
、
幼
児
返
り
や
末
期
の
錯
乱

に
対
す
る
い
た
ず
ら
な
恐
れ
な
ど
で
は
な
く
、
邪
気
に
対
す
る
明
確
な
恐
怖
心

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
邪
気
と
は
、
概
ね
罪
業
の
深
い
人
間
に
取
り
憑
く
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
俊
成
に
と
っ
て
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
で
は
、
忌
ま

わ
し
い
症
状
を
呈
す
る
俊
成
の
願
い
に
、
唯
一
耳
を
傾
け
た
定
家
の
気
持
ち
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三

俊
成
が
「
め
で
た
き
物
か
な
、
猶
え
も
い
は
ぬ
物
か
な
、
猶
召
之
、
お
も
し

ろ
い
も
の
か
な
」
と
愛
で
た
雪
は
、
直
接
的
に
は
文
義
に
よ
っ
て
届
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
義
に
雪
を
探
し
出
す
よ
う
命
じ
た
の
は
定
家
で
あ

る
。
亡
く
な
る
前
日
の
二
十
九
日
、

参
病
者
御
許
、
此
病
之
後
令
願
求
雪
給
、
未
尋
出
之
間
頻
被
怨
仰
、
仍
云
、

付
文
義
令
尋
求
、

俊
成
の
下
を
訪
れ
た
定
家
が
、
雪
が
欲
し
い
の
に
未
だ
誰
も
持
っ
て
来
な
い
と

い
う
、
俊
成
の
「
頻
」
り
の
恨
み
言
を
聞
い
て
、
文
義
に
申
し
付
け
た
の
で
あ

る
。
実
の
と
こ
ろ
、
文
義
に
指
示
を
出
し
た
時
、
定
家
も
内
心
で
は
俊
成
が
本

心
か
ら
そ
れ
を
欲
し
て
い
る
の
か
、
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
。
翌
三
十
日
に
記
さ

れ
た
俊
成
の
喜
び
や
、「
有
志
由
頻
令
感
給
」
と
い
う
雪
を
届
け
た
者
へ
の
感

謝
の
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
要
求
が
う
わ
ご
と
の
類
で
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ

れ
る
も
の
の
、
二
十
九
日
夜
の
時
点
で
は
ま
だ
確
信
を
得
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

文
義
自
北
山
求
出
送
雪
、
夜
半
許
所
留
置
、
青
侍
来
云
、
今
夜
閑
御
、
此

事
還
不
吉
由
人
々
申
、
又
御
喉
鳴
事
殊
増
、
予
所
思
ハ
、
御
喉
ハ
依
喘
気

病
令
鳴
給
歟
、
頻
召
冷
物
間
咳
病
故
鳴
歟
、

そ
の
日
の
終
わ
り
に
、
青
侍
か
ら
俊
成
の
喉
が
鳴
っ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
、

定
家
は
喉
の
鳴
る
と
い
う
症
状
に
つ
い
て
、
自
ら
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
示
し

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
八



て
い
る
。
俊
成
の
喉
が
鳴
る
の
は
「
喘
気
病
」（
喘
息
か
）
の
た
め
で
あ
り
、

雪
を
欲
し
が
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裏

を
返
せ
ば
、
邪
気
の
詞
に
躍
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
病
気
の
対
症
療
法
に
資

す
る
た
め
に
雪
を
探
し
に
行
か
せ
た
、
と
い
う
言
い
訳
で
あ
る
。
事
実
、
当
時

の
病
気
治
療
の
方
法
と
し
て
、
雪
を
使
っ
て
熱
を
下
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し

い
か
ら
、
定
家
が
雪
を
探
さ
せ
る
の
は
良
識
あ
る
行
動
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
の
理
由
と
し
て
喉
が
鳴
る
こ
と
を
以
て
し
た
の
は
、
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
は
か
な
り
苦
し
い
言
い
訳
で
は
な
か
っ
た
か
。
何
故
な
ら
ば
、
喉
が
鳴
る
と

い
う
症
状
は
、
死
の
前
兆
と
し
て
も
表
れ
る
症
状
だ
か
ら
で
あ
る
。

後
堀
河
院
崩
御
の
記
事
は
、
息
子
の
為
家
が
側
近
く
に
侍
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
彼
の
報
告
に
よ
り
、
臨
終
の
様
が
俊
成
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
詳
細
に

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

御
喉
鳴
り
て
や
か
て
御
気
絶
、
其
後
勿
論
験
者
被
尋
、
群
参
全
無
詮
（
文

暦
元
年
八
月
六
日
条
）

と
あ
り
、
喉
が
鳴
っ
た
後
の
呼
吸
停
止
に
は
、
蘇
生
の
可
能
性
が
無
い
こ
と
を

了
解
し
て
い
る
。
摂
政
従
一
位
藤
原
教
実
の

去
の
記
事
に
は
、

円
誉
只
今
危
急
之
由
、
聞
人
有
不
請
之
気
、
彼
御
雑
言
等
以
後
、
御
形
貌

巳
下
皆
違
例
、
死
相
巳
令
顕
給
、
彼
二
人
不
見
知
、
及
辰
時
御
喉
鳴
、
巳

事
令
切
給
、（
嘉
禎
元
年
三
月
廿
八
日
条
）

他
の
死
相
よ
り
も
死
に
直
結
し
た
症
状
と
し
て
「
喉
鳴
」
が
書
か
れ
て
い
る
。

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

一
九

こ
の
例
は
定
家
晩
年
の
記
事
の
た
め
、
俊
成
が
亡
く
な
る
当
時
は
ま
だ
、
喉

が
鳴
る
こ
と
が
死
を
意
味
す
る
と
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、

「
今
夜
閑
御
、
此
事
還
不
吉
由
人
々
申
、
又
御
喉
鳴
事
殊
増
」、
今
夜
は
苦
し
ま

ず
静
か
で
あ
る
が
、
こ
の
小
康
状
態
は
か
え
っ
て
不
吉
で
あ
る
と
い
う
人
達
が

お
り
、
ま
た
喉
が
今
ま
で
に
も
増
し
て
鳴
っ
て
い
る
、
と
い
う
青
侍
の
報
告
か

ら
す
れ
ば
、
緊
急
の
度
合
い
を
定
家
は
察
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
詭
弁
を
弄
し
た
の
は
、
父
の
最
期
の
願
い
を
叶
え

て
や
り
た
い
と
い
う
情
愛
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

石
田
吉
貞
氏
の
「
俊
成
終
焉
記
」
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

『
明
月
記
』
に
は
、
俊
成
が
危
篤
に
陥
っ
て
か
ら

去
、
葬
送
、
四
十
九
日
の

法
要
に
至
る
ま
で
、
悲
嘆
を
表
す
文
字
は
無
い
。
こ
こ
を
以
て
氏
は
、
定
家
の

俊
成
に
対
す
る
感
情
を
「
冷
酷
な
愛
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
親
を
失
う
大
き
な
悲

し
み
が
言
葉
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
の
は
寧
ろ
当
然
で
、
動
揺
の
形
で
現
れ
る

方
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

俊
成
は
九
十
一
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
る
か
ら
、
定
家
と
て
「
更
不
可
馮
」
と
、

覚
悟
は
出
来
て
い
る
。
だ
が
、
一
方
で
、
子
で
あ
れ
ば
親
に
は
生
き
て
い
て
欲

し
い
と
願
う
の
も
当
然
で
あ
る
。
十
一
月
二
十
九
日
の
日
中
、
定
家
を
呼
び
出

し
た
九
条
兼
実
か
ら
、

臨
修
事
殊
可
構
沙
汰
、（
略
）
早
々
可
構
営
、
又
痛
骨
事
ハ
、
湯
艚
に
馬
の

食
ス
ル
物
ヲ
入
天
、
上
に
敷
席
ム
ス
、
第
一
タ
ス
カ
ル
事
也
、
可
試
此
事
、



と
、
最
期
を
迎
え
る
準
備
に
つ
い
て
の
懇
切
な
指
示
や
、
病
気
治
療
の
知
識
と

同
時
に
与
え
ら
れ
た
「
第
一
タ
ス
カ
ル
事
也
」、
ま
ず
回
復
す
る
よ
う
努
め
な

さ
い
、
と
い
う
言
葉
に
触
発
さ
れ
た
面
も
あ
ろ
う
。
微
か
な
希
望
を
つ
な
ぐ
為

に
、
絶
望
的
な
情
報
を
「
喉
が
鳴
る
の
は
病
気
の
た
め
か
」
と
故
意
に
誤
謬
を

犯
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
誤
謬
の
そ
の
上
に
、「
雪
を
欲
し
が
る
の
も
病
気
の

た
め
」
と
、
邪
気
の
疑
い
を
退
け
る
言
い
訳
を
重
ね
、
家
人
に
雪
を
探
し
出
す

よ
う
命
じ
る
。
記
録
者
の
冷
静
さ
と
は
裏
腹
に
破
綻
し
た
理
屈
は
、
人
間
と
し

て
、
息
子
と
し
て
の
定
家
の
脆
く
崩
れ
そ
う
な
感
情
の
表
れ
で
あ
る
。

四

先
に
見
た
、
俊
成
の
死
の
床
で
の
忌
む
べ
き
様
相
や
、
自
分
の
犯
し
た
死
相

に
つ
い
て
の
判
断
の
誤
り
を
、
定
家
は
何
故
書
き
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
、
従
来
の
漢
文
日
記
観
に
従
え
ば
、
殊
更
に
事
実
を

歪
め
て
書
く
こ
と
を
善
し
と
せ
ず
、
記
録
性
が
優
先
さ
れ
る
日
記
と
い
う
形
式

に
よ
る
制
約
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
漢
文
日
記
は
子
孫
に
故
事
・
典
例
を

示
す
と
い
う
他
見
を
前
提
と
し
た
性
格
の
た
め
、
著
し
い
虚
偽
の
創
作
は
難
し

く
、
ま
た
、
原
則
と
し
て
日
々
書
き
継
が
れ
る
た
め
、
後
年
に
回
想
し
て
作
品

化
さ
れ
る
仮
名
日
記
の
よ
う
な
、
事
実
記
録
か
ら
の
発
展
が
な
い
、
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
文
日
記
が
日
々
書
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
他

見
は
既
に
前
提
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
に
都
合
の
良
い
こ
と
は
記
し
不
都
合
な
こ

と
は
伏
せ
て
お
く
等
、
記
事
の
操
作
は
十
分
あ
り
う
る
。
ま
た
、
後
に
記
事
の

整
理
を
し
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
記
事
を
除
く
事
も
可
能
で
あ
る
。
事
実
、
辻
彦

三
郎
氏
の
研
究
に
拠
っ
て
『
明
月
記
』
の
若
年
の
頃
の
記
事
は
｜
記
事
の
善
し

悪
し
に
因
る
も
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
｜
、
定
家
が
自
ら
整
理
・
清
書
し
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
俊
成
の
死
亡
記
事
に
つ
い
て
、

俊
成
に
も
定
家
に
も
不
名
誉
な
記
事
が
削
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
残
っ
て
い
る
の

は
、
そ
こ
に
定
家
の
何
ら
か
の
意
図
が
働
い
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
理
由
は
、
俊
成
の
述
べ
た
と
い
う
「
有
志
由
頻
令
感
給
」
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

定
家
が
取
り
に
行
か
せ
た
雪
を
、
俊
成
は
喜
ん
で
こ
れ
を
召
し
た
。
周
囲
が
、

ま
た
邪
気
に
取
り
憑
か
れ
た
の
か
と
疑
う
ほ
ど
、
こ
れ
を
愛
玩
し
た
。
そ
し
て
、

「
有
志
由
頻
令
感
給
」
の
誉
言
で
あ
る
。
現
代
語
に
訳
す
の
は
難
し
い
が
、
私

の
事
を
よ
く
思
っ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
な
あ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
に
は
、
こ
れ
を
俊
成
に
差
し
出
し
た
者
、
或
い
は
雪
を
探
し
に
行
っ
た
家

人
の
文
義
へ
の
感
謝
の
言
葉
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
雪
が
定

家
の
命
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
こ
と
を
知
る
我
々
に
は
、
そ
れ
が
、
定
家
に
向
け

て
発
せ
ら
れ
た
褒
誉
と
映
る
。
恐
ら
く
定
家
も
、
そ
れ
を
自
分
に
対
す
る
評
価

と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
志
有
る
由
、
そ
の
言
葉
に
よ

り
、
最
後
ま
で
父
と
自
分
と
は
心
が
通
じ
合
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
を
確
認
で

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
両
者
の
強
い
結
び
付
き
は
、
和
歌
の
家

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

二
〇



御
子
左
家
の
継
承
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
歌
人
俊
成
の
後
継

者
を
強
く
自
覚
し
て
い
た
定
家
に
と
っ
て
、「
有
志
由
頻
令
感
給
」
を
引
き
出

し
た
雪
は
、
俊
成
と
定
家
を
結
ぶ
絆
の
具
象
で
あ
る
。

結

以
上
、
見
て
来
た
よ
う
に
、
俊
成
の
臨
終
の
様
子
は
、
穏
や
か
な
も
の
で
あ

っ
た
と
は
言
い
難
い
。
だ
が
、「
邪
気
」
に
つ
い
て
の
明
言
が
避
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
、
現
代
の
我
々
に
は
、
あ
た
か
も
俊
成
が
静
か
に

っ
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
定
家
は
、
父
俊
成
の
死
を
記
述
す
る
に
あ
た
り
、
紫
雲
を
た
な
び

か
せ
た
り
、
天
人
を
舞
わ
せ
た
り
と
い
っ
た
類
い
の
虚
飾
を
施
し
て
は
い
な
い
。

そ
の
点
で
は
、
感
傷
の
希
薄
な
、
描
写
に
徹
し
た
記
述
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

「

甚
分
明
御
坐
」
と
敢
え
て
書
き
、
念
仏
を
唱
え
た
こ
と
、
受
戒
の
際
に
は

「
慥
」
か
に
、
と
強
調
し
て
意
識
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
こ
と
を
書
く
。
加
え

て
、
頭
注
を
以
て
し
て
「
此
間
、
普
門
品
令
覚
悟
給
歟
由
申
、
お
ぼ
ゆ
る
由
被

仰
、
一
品
令
読
給
、
無
停
滞
」
と
、
仏
の
加
護
を
確
信
さ
せ
る
状
態
を
記
す
の

は
、
父
の
往
生
を
願
っ
て
の
意
図
的
な
記
事
の
操
作
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
何
事

で
あ
れ
、
人
に
物
事
を
伝
え
よ
う
と
す
る
時
、
自
ず
と
話
材
が
選
別
さ
れ
、
事

実
に
解
釈
を
加
え
た
、
伝
え
る
べ
き
内
容
に
整
え
ら
れ
る
。
虚
飾
を
加
え
な
い

と
さ
れ
る
漢
文
日
記
も
、
作
者
の
都
合
や
感
情
に
根
差
し
た
取
捨
選
択
を
経
て

著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
明
月
記
』
の
俊
成
死
亡
記
事
に
お
い
て
も
、
丹
念

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

二
一

に
読
め
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
記
録
で
は
な
く
、
作
者
の
意
思
に
よ
る
記
事
の
操

作
が
施
さ
れ
た
こ
と
が
見
出
せ
た
。
父
俊
成
の
最
期
を
汚
し
か
ね
な
い
「
邪

気
」
へ
の
言
及
を
省
き
、
意
識
が
確
か
で
あ
っ
た
こ
と
、
仏
の
加
護
が
疑
い
な

い
状
況
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
伝
え
る
べ
き
形
へ
の
精
錬
で
あ
る
。
詳
述
さ
れ

た
俊
成
の
死
は
、
淡
々
と
し
た
筆
致
故
に
凄
絶
で
印
象
的
で
あ
り
、
定
家
の
意

思
の
下
に
描
き
出
さ
れ
た
理
想
の
死
を
子
孫
と
い
う
読
者
に
伝
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
俊
成
の
死
亡
記
事
は
、
漢
文
日
記
で
あ
る
が
故
に
書
き
得
た
作
品
な
の

で
あ
る
。

注

石
田
吉
貞
「
中
世
の
日
記
・
紀
行
文
学
」『
岩
波
講
座

日
本
文
学
史

中
世

』

（
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
二
十
四
日
発
行
）。

久
松
潜
一
「
日
記
文
学
の
本
質
」（「
国
文
学
」
昭
和
四
十
年
十
二
月
号
、「
日
記

文
学
の
系
譜
」
特
集
）。

玉
井
幸
助
「
日
記
文
学
概
括
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
二
十
二
年
八
月
号
／『
日

記
文
学
の
研
究
』
塙
書
房
、
昭
和
四
十
年
十
月
十
日
初
版
に
所
収
）。

石
田
吉
貞
「
漢
文
日
記
に
つ
い
て
」（「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
三
十
二
年
十
月

特
集
号
／『
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
』
下
、
北
沢
図
書
出
版
、
昭
和
四
十
七
年
十

一
月
十
五
日
発
行
）
所
収
。

位
藤
邦
生
「
漢
文
日
記
研
究
序
説
｜
文
学
性
発
見
の
視
座
｜
」（
広
島
中
世
文
芸

研
究
会
「
中
世
文
芸
」
五
十
号
前
集
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
一
日
発
行
）。

前
掲

注

論
文
。

松
薗
斉
『
日
記
の
家
｜
中
世
国
家
の
記
録
組
織
｜
』（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
九
年



八
月
一
日
発
行
）。

池
田
亀
鑑
「
日
記
は
ど
う
し
て
文
学
た
り
う
る
か
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
二
十

九
年
一
月
号
／『
日
記
・
和
歌
文
学
』
至
文
堂
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
十
日
発
行
に

所
収
）。

木
村
正
中
「
日
記
文
学
の
成
立
と
そ
の
意
義
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
十
八
年

一
月
号
）。

福
田
秀
一
「
日
記
文
学
序
説
」（『
中
世
文
学
論
考
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
年
五

月
三
日
発
行
）。

国
書
刊
行
会
編
『
明
月
記
』（
明
治
四
十
五
年
二
月
廿
五
日
印
刷
、
同
月
廿
九
日

印
刷
発
行
、
昭
和
十
年
十
月
三
十
日
合
冊
発
行
）
緒
言
。

佐
伯
真
一
「
動
乱
期
の
記
録
と
文
学
」（『
岩
波
講
座

日
本
文
学
史

第
四
巻
、

変
革
期
の
文
学

』
平
成
八
年
三
月
八
日

第
一
刷
発
行
、
所
収
）
な
ど
。

元
久
元
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
。
猶
、
本
文
は
前
掲
注

『
明
月
記
』
に
よ
る
。
な
お
旧
字
体
及
び
異
体
字
は
、
適
宜
通
行
字
体
に
改
め
た
。

な
お
細
字
に
よ
る
注
記
は
（

）
を
も
っ
て
示
し
、
割
注
は
﹇

﹈
を
も
っ
て
示
し

た
。石

田
吉
貞
「
俊
成
終
焉
記
」（
初
出
「
学
苑
」
第
百
五
十
九
号
、
昭
和
四
十
四
年

十
一
月
、「『
明
月
記
』
と
俊
成
の
死
」
の
ち
「
俊
成
終
焉
記
」
と
改
題
、
前
掲
注

『
新
古
今
世
界
と
中
世
文
学
』
所
収
。）
い
ま
後
者
に
よ
る
。

橋
本
義
彦
「
部
類
記
に
つ
い
て
」（『
高
橋
隆
三
先
生
喜
寿
記
念
論
集

古
記
録
の

研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会

昭
和
四
十
五
年
六
月
十
日
発
行
）。

五
味
文
彦
『
明
月
記
の
史
料
学
』（
青
史
出
版

平
成
十
二
年
七
月
三
十
一
日
発

行
）。建

久
三
年
三
月
十
三
日
崩
御
。

正
治
二
年
七
月
十
三
日

去
。

建
暦
元
年
十
一
月
八
日
薨
去
。

安
貞
元
年
八
月
七
日

去
。

天
福
元
年
九
月
十
八
日
薨
去
。

文
暦
元
年
八
月
六
日
崩
御
。

元
久
元
年
十
一
月
三
十
日
条
、「
御
病
危
急
不
被
具
件
文
、
不
可
然
事
」
と
の
頭

注
が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
注

の
記
事
（
定
家
三
十
一
歳
）
に
は
、
後
白
河
法
皇
の
崩

御
を
嘆
く
言
葉
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
注

の
記
事
（
定
家
七
十
三
歳
）
に
な
る
と
、

後
堀
河
院
崩
御
の
報
に
触
れ
た
心
情
が
「
悲
歎
不
知
手
足
所
措
」
と
率
直
に
語
ら
れ

る
。『

玉
葉
』
第
三
、
国
書
刊
行
会
編
（
明
治
四
十
年
三
月
二
十
日
印
刷
、
明
治
四
十

年
三
月
二
十
五
日
発
行
）

治
承
五
年
正
月
十
四
日
条
／
建
久
三
年
三
月
十
三
日
条
／
建
保
元
年
正
月
十
九
日

条
／
建
保
元
年
四
月
二
十
七
日
条
／
嘉
禄
元
年
五
月
十
八
日
条
／
嘉
禄
二
年
五
月
三

日
条
／
安
貞
元
年
閏
三
月
十
日
条
／
安
貞
元
年
四
月
六
日
条
／
安
貞
元
年
八
月
七
日

条
／
寛
喜
二
年
閏
正
月
十
六
日
条
／
寛
喜
二
年
九
月
十
九
日
条
／
文
暦
元
年
八
月
八

日
条
／
嘉
禎
元
年
三
月
二
十
八
日
条
。

三
木
紀
人
「
俊
成
と
雪
」（『
和
歌
文
学
の
伝
統
』
角
川
書
店

平
成
九
年
八
月
）。

『
明
月
記
』
建
暦
二
年
八
月
九
日
条
。

前
掲
注

論
文
。

梶
原
正
昭
『
鑑
賞
日
本
の
古
典

平
家
物
語
』
尚
学
図
書
（
小
学
館

昭
和
五

十
七
年
六
月
十
日
発
行
）「
入
道

去
」
の
段
の
注
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。

元
久
元
年
十
一
月
廿
六
日
条
／
同
月
廿
八
日
条
、

斎
木
一
馬
『
斎
木
一
馬
著
作
集

古
記
録
の
研
究
』
上
、「
古
文
書
と
古
記
録

二
、
日
記
・
記
録
の
語
義
」（
吉
川
弘
文
館

平
成
元
年
三
月
十
日
発
行
）。

森
田
兼
吉
『
和
泉
式
部
日
記
論
攷
』
第
七
章

一
「
日
記
の
語
義
と
そ
の
展
開
」

（
笠
間
書
院

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
発
行
）。

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

二
二



石
原
昭
平
『
平
安
日
記
文
学
の
研
究
』
序
章
「
日
記
と
日
記
文
学
」、
第
一
章

「
日
記
文
学
の
発
想
」（
勉
誠
社

平
成
九
年
二
月
二
十
五
日
発
行
）。

辻
彦
三
郎
『
藤
原
定
家
明
月
記
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館

昭
和
五
十
二
年
五
月

十
日
発
行
）。

五
味
文
彦
『
藤
原
定
家
の
時
代
』（
岩
波
新
書

、
岩
波
書
店

平
成
三
年
七
月

十
九
日
発
行
）

手
崎
政
男
「
定
家
が
官
位
を
熱
望
し
た
こ
と
の
背
景
」（「
富
山
大
学
文
理
学
部
文

学
紀
要
」
第
９
号
、
昭
和
三
十
五
年
一
月
）。

谷
山
茂
「
定
家
と
世
俗
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
一
巻
八
号

昭
和

五
十
一
年
六
月
／『
新
古
今
集
と
そ
の
歌
人
』
角
川
書
店

昭
和
五
十
八
年
十
二
月

十
日
発
行
所
収
）。

『
明
月
記
』
俊
成
死
亡
記
事
の
作
為

二
三


	『明月記』俊成死亡記事の作為
	序
	一
	二
	三
	四
	結

